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馬 耳 長 目 

ごあいさつ 

 代表 

 上川路 長生 

 明けましておめでとうございます。今年が皆様にとっ

て、幸多き年になりますようにお祈りいたします。賀状の

廃止や同年輩の親しい知人の死去の知らせなどに、戸惑い

ながら“午年”を迎えました。 

 昨年の世相を一字で表す『今年の漢字』が『熊』と発表

されました。2位は『米』で、3位は物価高や女性初の首

相となった高市早苗氏にちなんで『高』が選ばれました。

また昨年一年を振り返る『創作四字熟語』最優秀作品に

は、米価格高騰対策で政府が備蓄米を放出した様子を表し

た『古米奮闘』が選出されました。昨年の最優秀作品にな

らって、“馬耳東風”を私流に創作して、今年の四字熟語

を“馬耳長目”としました。 競馬場の駿馬のようなス

ピード感ある耳目で一年を疾駆したいと誓っています。 

 史上初の女性首相に就任して約2ヵ月の間、高市早苗首

相は高い支持率を保持してきました。そんな中で、日中対

立が激化し、維新との不和が露呈し、さらに官邸幹部から

の核保有発言も飛び出してしまいました。中国は渡航自粛

要請やレーダー照射、国際社会へのフェイク情報宣伝など

次々と攻勢を仕掛けてきました。アメリカが覇権を握る世

界秩序の中で、台湾を巡る首相の国会答弁を契機に勃発し

た日中新冷戦に、日本はどう立ち向かうのか首相の手腕が

問われています。 

 ここ数年の中国経済は凋落しているといわれます。バブ

ルは弾け雇用関係は悪化し人口も減少し、海外直接投資も

急減しています。トランプ大統領は中間選挙を控え、米中

関係を安定させたいと考えています。アメリカ国民の多く

が戦後80年の世界秩序の維持に疲れ果てているといわれ

ます。トランプ氏のアメリカファースト宣言で、日本のす

べての命運をアメリカに託す時代は終わり、今後は待って

も戻ってこないと思われます。 

 日本が対峙している中国は、言論統制の下で、多くの国

民が臨視や検閲を受けています。軍では汚職が横行し内政

への不満は高まっていて、それを制御するために堅固な監

視社会を作り上げてきたといわれます。一筋縄ではいかな

い相手だからこそ、対中外交には緻密な戦略と丁寧な議論

が求められています。 

 愛くるしい姿や仕草で動物界一の人気のパンダが国内で

は見られなくなりました。パンダが外交の道具とされて、

日中両国の関係を映す存在になっていました。台湾有事を

巡る首相の答弁を機に両国間の緊張が高まる中で希少なパ

ンダの貸し出しは当分の間はないとの見方が強まっていま

す。寂しさを感じている人は多くて国内でまた会える日

が、早く実現することが待たれています。 

 現在のプロ野球界の最強打者ヤクルトの村上宗隆が、メ

ジャーリーグホワイトソックスに入団することが決まりま

した。史上最年少の22歳で三冠王を獲得して、56本塁打を

記録しました。大谷、山本、佐々木などの活躍で、人気沸

騰の最高の舞台で飛躍して欲しいとの期待が高まっていま

す。入団会見では背番号5のユニフォーム姿で「わくわく

している」と実感を込めて抱負を語りました。25歳の若き

才能が開花できるのか注目を集めています。 

 男子ゴルフの日本ツアーで通算最多の94勝を挙げ『ジャ

ンボ』の愛称で国民的人気を博した尾崎将司さんが死去さ

れました。12度の賞金王に輝くなどゴルフ界の第一人者と

して君臨しました。近年は後進の育成という側面から日本

ゴルフ界に欠かせない存在でした。青木功、中嶋常幸の頭

文字を組み合わせて『AON』と呼ばれ一時代を築きまし

た。鹿児島の祁答院ゴルフ倶楽部では、2度優勝して圧倒

的なオーラを見せつけてくれました。（令和8年1月吉日） 

発行日：令和８年１月１日 

 上 川 路 会 計 通 信 
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■支店 名山町鹿児島ビル事務所   

    上川路美恵野  
〒892-0821 鹿児島市名山町1-3鹿児島ビル4F 

℡ 099-223-3465 FAX 099-223-4348 

Mail : kamikawaji@mbd.nifty.com  

税理士法人 上川路会計 

■本店 下荒田事務所   

    上川路長生  

          永山 彰久  
〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9  

℡ 099-252-7070 FAX 099-252-6400 

Mail : kamikawaji@tkcnf.or.jp  

 

（旧 甲南永山事務所） 

℡ 099-255-3898 FAX 099-255-1992 

Mail : nagayamataxa@gmail.com  

各事務所連絡先 

今年も税理士法人 上川路会計を 

宜しくお願い申し上げます！ 

新
年
の
ご
挨
拶 

 

謹
ん
で
新
春
の
お
慶
び
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

令
和
八
年
と
な
る
今
年
も
、「
恕
」
と
い
う
思
い
や
り
の
心
を
経
営
理
念
と
し
て
社
員
一
丸
と
な
り

日
々
精
進
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

今
年
の
干
支
は
「
丙
午(

ひ
の
え
・う
ま)

」
で
す
。
十
干
の
「
丙
」
と
十
二
支
の
「
午
」
が
ど
ち
ら
も
陽

の
火
の
性
質
を
持
つ
た
め
、情
熱
的
で
強
い
意
志
を
持
ち
な
が
ら
も
、激
し
さ
や
変
化
を
伴
う
年
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。
新
た
な
挑
戦
と
前
進
の
気
持
を
持
っ
て
、実
り
あ
る
一
年
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で

す
。  

 

顧
問
先
の
皆
様
と
地
域
社
会
を
取
り
巻
く
環
境
は
年
々
厳
し
さ
を
増
し
て
い
ま
す
が
、し
っ
か
り
と

サ
ポ
ー
ト
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 

今
年
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。  



馬耳長目 … 競馬場の駿馬のようなスピード感のある耳と目で一年を疾駆していきます。 

        現場の声を素早くキャッチし、広い視野を持ちつつ、同時に細部にも目を 

        向け、より皆様をサポートできるよう精進いたします。 
 

脚下照顧 … 足もとに気をつけ自己反省または日常生活の直視を促します。 
 

担雪埋井 … たとえ上手くいかないことでも、努力を怠ることなく続けます。 
 

凡事徹底 … 基本的なことが当たり前に出来るようにしっかりと徹底して行います。 
 

牛歩前進 … 牛の歩みのようにゆっくりした歩みでも、確実に前へ前へと進みます。 

～百年の時代を駆ける会計事務所へ～  

税理士法人上川路会計 ２０２６年の５つのキーワード 
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『恕（じょ）』の心とは人の身の上や心情について察し、同情することであり、相手を思いやる

気持ちをいいます。 私どもは「関与先の繁栄と職員の向上があってはじめての発展があ

る」を経営理念として活動しております。 

【経営理念】 

 「上川路会計通信」はホームページからもダウンロードすることができます。税理士法人 上川路会計 

ホームページの「セミナー・事務所通信の更新情報」をチェックしてみて下さい！ 

上川路会計通信はホームページからもダウンロードできます 

 2026年の５つのキーワードを柱とし、お客様の良き理解者としてサポートしていけるよう、職員一同邁進してまい

ります。今年もどうぞよろしくお願いいたします。 

（創作熟語） 

上 川路会 計 ホーム

ページQRコード 

上川路会計ホームページ 



２０２６年１月の経理・税務チェックリスト 
業務に漏れはありませんか？チェックしてみましょう！ 

□ 所得税の還付を受けるための確定申告書の提出期間の開始は、1月1日からです。早く申告を行えば、還付も早く

受けられますので、早めに申告を行いましょう。 

還付申告（所得税の確定申告）の受付開始 

□ 本年分の給与所得者の扶養控除等申告書の回収が終わっているか今一度確認しましょう。回収期限は、本年最初の

給与支払日の前日です。個人番号記載に係る本人確認や、必要事項の記載もれがないかどうかの確認をしましょう。 

給与所得者の扶養控除等申告書の回収と源泉徴収票の交付 

□ 今年の1月1日現在所有している償却資産について、1月中に市区町村へ申告します。納付税額は、市区町村から土

地・建物等の固定資産税と一緒に後日通知されます。 

固定資産税の償却資産に関する申告 

〈１２月決算会社申告書提出〉  ２０２６年２月 

２月中の市町村条例で定める日 

 ・固定資産税（都市計画税）の第４期分の納付 

２月２８日まで 

 ・１２月決算法人の確定申告   

 ・６月決算法人の中間申告（半期分） 

 ・消費税、地方消費税の中間申告  

   ３月決算法人  第３四半期分 

   ６月決算法人  第２四半期分  

   ９月決算法人  第１四半期分  

 ・３・６・９・１２月決算法人の３月ごとの期間短縮にかかる 

    消費税等の確定申告 

２月１０日まで 
・源泉所得税の納付  ・住民税の特別徴収税額の納付 

 ・年税額4,800万円超の11月、12月決算法人を除く法人の1月ごとの中間 

     申告 

〈11月決算会社申告書提出〉 

本年最初の給与支払日の前日 

・給与所得者の扶養控除等申告書の 

  提出 

1月中の各都道府県・市町村条例で定

める日 

・個人の道府県民税及び市町村民税 

  の第4期分の納付 

・11月決算法人の確定申告   

・5月決算法人の中間申告（半期分） 

・消費税、地方消費税の中間申告  

   2月決算法人  第3四半期分 

   5月決算法人  第2四半期分  

   8月決算法人  第1四半期分  

・2・5・8・11月決算法人の3月ごと 

    の期間短縮に係る確定申告  

2026年1月 

  １月１３日まで 

 

・源泉所得税の納付（年2回納付の特例適

用者は前年7月から12月までの徴収分を1月

20日（火）までに納付） 
 

・住民税の特別徴収税額の納付 

・消費税の年税額が4,800万円超の10月、 

 11月決算法人を除く法人・個人事業者 

 の1月ごとの中間申告 

・支払調書の提出 

・源泉徴収票の交付 

・固定資産税の償却資産に関する申告 

・給与支払報告書の提出 

２月２日まで 

□ 毎年1月は各種法定調書の提出月です。法定調書には源泉徴収票、報酬等の支払調書、給与支払報告書などがあり

ます。各種調書には税務署や市区町村への提出の要件が定められています。税務署から送付される説明書等を確認の

上、提出しましょう。 

各種法定調書の提出 

税務カレンダー 
税金等の納付・ 

  手続きはお早めに！ 
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2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 

成人の日 

元旦 
正月休み 

上川路 

仕事始め 



社会福祉法人の 

経営管理セミナー  

（有）上川路マネジメントセンター 主催  第4４回ＫＭＣセミナー 

「 社会福祉法人の決算実務と経営戦略」 
講師 ： 税理士法人 上川路会計 所長 

         公認会計士・税理士  上川路 美恵野 

１. 社会福祉法人の決算実務   
 

２. 社会福祉法人の計算書類の読み方と経営分析 
 

３. ２０４０年に向けた中期計画・予算策定の取り組み 

 

セミナー 

内 容 

□ ＦＡＸ … 同封の参加申込書に必要事項をご記入の上、 

       ＦＡＸ（０９９-２５２－６４００）してください。 
 

□ メール …kamikawaji@tkcnf.or.jp まで。メール本文中に 

     【法人名】、【所在地（電話番号）】、【ＦＡＸ】、【参加者氏名】、 

     【Eメールアドレス】の記載をお願い致します。 
 

□ スマートフォン … 右のＱＲコードを読み取ってお申込み下さい。 

お申込方法 
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このコーナーでは、当事務所職員がひとりずつマイブームにつ

いて紹介していきます。 

職員それぞれの個性を楽しんで頂ければ幸いです☆ 
職員コラム 

私の毎朝のルーティンはコーヒーです。 

まだ誰も起きていない、しんと静まり返ったキッ

チン。夜の間に冷え切っていたその空間に、ふわり

と、そしてじんわりと広がる豊かなコーヒーの香

り。 

私は、この香りが大好きなんです。深く吸い込む

と、まだぼんやりしていた頭がスッとクリアになっ

ていくのを感じる、まさに至福の瞬間です。 

この一杯があるからこそ、『さあ、今日も一日頑

張ろう！』と前向きな気持ちになれます。慌ただし

く過ぎていく毎日の中で、私はこの朝のコーヒー

が、一日の始まりに心をリセットし、気持ちを落ち

今月の担当：経営支援部  出口 裕隆     

着かせるための、私にとっての『大切なスイッチ』

となり、"今日も仕事に集中しよう。" そんな意気

込みが、この温かい香りとともに沸き上がって来ま

す。  

もしよろしければ、この朝のコーヒーのように、

『自分だけの大切なスイッチ』を見つけてみません

か？ 大切なのは、落ち着いた気持ちで一日を始め

るための、自分だけの特別なものを見つけること。 

 小さな習慣でも、きっと皆さんの毎日を、より

穏やかで、より力強いものに変えてくれるはずで

す。  

テーマ：「大切なスイッチ」 

参
加
無
料 

日時 令和８年２月１３日（金） 13：30 ～ 1５：３０ 

開催方法 ZOOMによるライブ配信 
 ※お申込み後に、ZOOMのＵＲＬ、パスワード等をメールにてご連絡いたします。 

申込締切 令和８年２月１０日（火） 
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テーマ テーマ 

会計・税務のＱ＆Ａ！ 

テーマ テーマ 
★ 
★ 

★ 
★ 

★ 
★ 

テーマ 『 令 和 ８ 年 度 与 党 税 制 改 正 大 綱 』   

 自民・日本維新の会の両党は１２月１９日、令和８年度与党税制改正大綱を決定しました。目玉であるいわ

ゆる「年収の壁」について課税最低限を１６０万円から１７８万円に引き上げる方針が示されました。また、物

価高の対応として、物価上昇に連動して基礎控除等を引き上げる仕組みを創設したり、長年据え置かれてき

たマイカー通勤の通勤手当や、従業員への食事の支給に関して所得税が非課税となる限度額を見直しまし

た。少数与党国会のため、議論等の中で政府原案が修正される可能性があります。今後の動向に注目して

いきましょう。 

 令和８年度の税制改正大綱の主な内容 

年収の壁を178万円へ引き上げ

（基礎控除・給与所得控除の引

き上げ）  

令和８（2026）年から年収１６０万円の壁が１７８万円に引き上げ。 

（基礎控除５８万→６２万、給与所得控除の最低保障額６５万→６９万に

引き上げ） 

配偶者控除・扶養控除の連動

見直し 

配偶者控除や扶養控除の対象となるための要件（合計所得金額）を、現

行５８万円以下→６２万円以下に引き上げ  

住宅ローン控除 5年延長、子育て世

帯への優遇が「中古住宅」にも拡大  

住宅ローン控除の適用期限5年間の延長 

子育て世帯・若者夫婦世帯に対する優遇措置が拡充され、「省エネ性能

の高い既存住宅（中古住宅）」にも支援が拡大 

●個人所得税 

●資産形成・金融取引 

暗号資産取引 雑所得・総合課

税から「申告分離課税」へ移行 

暗号資産取引について、これまで雑所得として最大約55％の総合課税が

適用されていたが、金融商品取引法等の改正を前提に、株式等金融商

品と同様の申告分離課税を導入  

NISA（少額投資非課税制度）の

対象を18歳未満に拡大 

NISA口座開設可能年齢の下限（改正前：18歳）を撤廃し、0-17歳に対し

て、新たにつみたて投資枠を設ける 

超富裕層への課税強化 
・特別控除額：現行の3.3億円から1.65億円へ引き下げ  

・税率：現行の22.5％から30％へ引き上げ  

●その他 

消費税・インボイス制度 小規模事業

者の経過措置見直し 

小規模事業者の税負担急増を防ぐため、２割特例終了後に「３割特例」の

創設、仕入税額控除の８割特例の延長など 

自家用EVへの新たな課税方式 
令和10年度以降、現行の最低税率から車両重量に応じた課税方式を導

入 

教育資金の一括贈与に係る非

課税措置延長せず 

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置

について、延長されず令和８年３月３１日までとする 
この非課税制度 の利用を検討している方は注意しましょう！ 

① 

② 

次頁 

次頁 
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  ②消費税・インボイス制度 小規模事業者の経過措置見直し 

 適格請求書等保存方式（インボイス制度）について、令和8年（2026年）9月末での終了や縮小が予定され

ていた経過措置が見直されました   

今回の改正で所得税がかかり始める給与所得者の年収ラインは年収１７８万円になります 

  ① 所得税の非課税枠の引き上げ「年収160万円」→「年収178万円」 

今後この控除額の引き上げは、消費者物価指数の動向に合わせて2年ごとに見直されます。 

今回の改正では、2026年・2027年分（令和8年・9年分）の2年間における控除額が発表されてい

ます。 

項目 内容 改正後の金額 備考 

基礎控除 誰でも受けられる控除 104万円 本則62万円＋特例42万円 

給与所得控除 給与収入から引ける控除 74万円 本則69万円＋5万円 

178万円  合計  
 
所得税の「年収

の壁」上昇 

 小規模事業者の税負担急増を防ぐため、2割特例終了後に「3割特例」が創設、仕入税額控除の8割特例の延長な

ど、令和11年（2029年）9月末までの新たな支援策が講じられます。 

 ●買い手側（課税仕入）：50%控除の開始時期が2年後ろ倒し 

  免税事業者からの課税仕入について、仕入税額相当額を一定の割合で控除できる経過措置の適用期限を、 

  令和8年（2026年）9月末から令和13年（2031年）9月末に変更し、段階的に控除可能割合を下げる。 

期  間 現  行 控除割合 

～令和8年（2026年）9月 80％控除 80％控除（現行経過措置） 

令和8年（2026年）10月～ 70％控除 
50％控除  

令和10年（2028年）10月～ 50％控除 

令和11年（2029年）10月～ 

控除不可（0％）  

50％控除 

令和12年（2030年）10月～ 30％控除 

令和13年（2031年）9月末以降 完全終了（0％） 

経過措置の終了時期は令和13年（2031年）9月末まで後ろ倒しされ、現行よりも緩やかに控除率が縮小される形となります  

※2026年（令和8年）分から適用 

 この大綱に基づいて、2026年1月に法案作成、1月～3月の通常国会で過半数の承認をもって可決がされます。 

少数与党のため、野党との調整次第で大いに変わることが予想されますので、今後の動向に注意していきましょう。  

 ●売り手側（個人事業者）：3割特例の創設 

 インボイス発行事業者となった個人事業主向けに、納付税額を売上税額の「3割（30％）」に抑える新たな特例計算 

を2年間限定で導入。2割特例は令和8年（2026年）9月30日で終了。 
 

 ・対象期間：令和8年（2026年）10月1日から令和10年（2028年）9月30日まで 

 ・対象事業者：2年前の課税売上高が1,000万円以下である等の要件を満たす、元免税事業 

 急な税負担増や事務負

担の増加を緩和するた

めの一時的な措置です 



 令和八年の仕事始めは、曜日の関係で一月五日でした。少し長めの年末年始休暇だった分、駆け足で日常業務

に戻りました。 

 この原稿を書いているのは「馬日（ばじつ）」、一月六日です。古代中国において元日から六日までに鶏，狗（犬），羊，

猪（豚），牛，馬などの家畜を占い、七日は「人の日」として一年間の吉凶を占うとされていたそうです。「人日」の祝いと

日本の「若菜摘み」が習合して「七草粥」の風習となりました。 

 七草粥はともかく、今では「人日」や「馬日」などは歳時記でしかお目にかかりませんが、ここにあげられた家畜は古代

から人間の暮らしに密着していたものなのだと思います。中でも馬は、移動・運搬・農耕など多くの面で人類を支えてき

ました。 

 文明史を紐解くと、馬の家畜化に成功したことが人類にとって大きな意味を持つことがわかります。農耕や開拓などの

生産力の向上が生活の安定をもたらし、移動や運搬の高速化・広域化により、交易や交流が盛んになり人・物・情

報が相乗効果を生んで技術・文化が高度に発展していきました。「もし馬がいなかったら、二十一世紀はまだ古代

だった」とは「馬の世界史（本村凌二 著 中公文庫）」の冒頭に記してあった言葉です。 

 もちろん、馬との歴史は、良いこと尽くめではありません。大量の人や物を高速に運搬できる、という力は、軍事において

も優位に働きます。騎馬軍団や戦車隊を強力に組織した国による侵略や支配は大陸規模の広範囲で行われ、それ

に伴って疫病なども蔓延しました。すでに機械や化学技術が発達していた世界大戦時においても馬の役割は重要で、

日本でも多くの馬が軍事徴用され、戦場で命を落としています。 

 太平洋戦争によって打撃を受けて消滅してしまった沖縄の馬の文化が、琉球競馬です。 

 琉球競馬は、小柄で頑丈な琉球在来馬により祭礼などで行われてきました。小柄な在来馬は軍馬としてふさわしくな

いとされて飼育が減ったことや、激しい戦闘で土地が荒廃したこと、戦後の占領政策により文化慣習の変化が起きた

ことで伝統が途絶えたといいます。（その後、70年の時を経て2013年復活） 

 平和を考えるうえでも重要なこのエピソードですが、私が興味を持ったのは琉球競馬では「速さ」ではなく「美しさ」を競

うということです。復活した琉球競馬を伝える琉球新報社の記事によると「落ち着いて歩みを乱さず、乗る人

の上下動が少ない」というのが審査基準だといいます。競馬といえば、当然、速さを競うものだと思っていた

ので、この評価基準は新鮮な驚きでした。何事も、早い・強い・大きいなど「力」の視点だけでない異なる視

点で見てみると一味違った価値が見出せるのかもしれません。 

 「馬」という漢字はたてがみや体、足、尾などをかたどった象形文字から来ています。この文字をくるりと反転

させた文字が「左馬（ひだりうま）」と呼ばれる縁起物です。「うま」が「まう（舞う）」となり、

祝福・繁栄・福が舞い込むことを象徴するなどと説明されていますが、これも視点を変え

ることで新たな意味が生まれる例だと思います。経営を取り巻く環境は相変わらず厳しい
中ですが、多様な視点で新たな価値を見出しながら顧問先の皆様の発展に尽力して

いきたいと思います。今年もよろしくお願いします。 
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    美恵野 

 税務や会計、経営や保険な

どについて、分からないこ

とがあれば上川路会計にご

相談ください！ 

 また、お知り合いに開業予

定の方がいらっしゃいまし

たら是非ご紹介

ください！！ 

編集委員 上川路美恵野 総務課一同  

■本店 下荒田事務所  
〒890-0056 鹿児島市下荒田4-1-9 

℡ 099-252-7070 FAX 099-252-6400 
 

（旧 甲南永山事務所） 

℡ 099-255-3898 FAX 099-255-1992 

■支店 名山町鹿児島ビル事務所  
〒892-0821 鹿児島市名山町1-3鹿児島ビル4F 

℡ 099-223-3465 FAX 099-223-4348 

連絡先 ： 税理士法人 上川路会計 

 URL https://kamikawaji-kaikei.com/ 

上川路会計   検索 

 新年明けましておめでとうございます。 

 今年は例年より長めの年末年始休暇となった事業所も多かったのではない

でしょうか。 英気を養い、新たな年をスタートされたかと思います。 皆さまに

とって202６年が希望と成長に満ちた一年となることを、心よりお祈り申し上

げます。 今年もよろしくお願いいたします。 

編集後記 

七草や清けき苦味飲み込めり    左馬  
さ や け き  


